
令和８年度採用　九度山町会計年度任用職員の募集について 

（募集職種：事務職） 

１．会計年度任用職員とは 

地方公務員法第２２条の２第１項の規定に基づき任用される非常勤職員です。採用されると、　

一般職の地方公務員となり、地方公務員法（服務規程・分限処分・懲戒処分）が適用されます。 

 

２．申込み 

 

３．欠格要件（地方公務員法第１６条） 

下記の欠格要件のいずれかに該当する人は応募できません。 

①　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる 

までの者 

②　九度山町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

③　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊 

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

４．採用予定日 

令和８年１０月１日から令和９年７月３１日（延長はありません。） 

※　令和８年度の任用期間は令和９年３月３１日までとなり、翌年度に契約を更新します。 

 

５．任用の決定 

任用の決定は、書類選考及び面接によって決定します。 

 

６．募集人数・職務内容・資格条件 

 

 

申込方法

会計年度任用職員任用申込書を、九度山町役場住民課へ提出または郵送 

※　申込書は、九度山町役場住民課（役場庁舎１階）で配布します。 

来庁できない方は郵送しますので電話でご連絡ください。 

配布時間：午前８時３０分～ 午後５時（土・日曜・祝日は除く）

 

申込期間

令和８年７月１日（水） ～ 令和８年７月３１日（金） 

午前８時３０分～ 午後５時（土・日曜・祝日は除く） 

郵送の場合は、７月３１日（金）まで必着。

 募集人数 １人

 

職務内容

主に住民課住民係にて行う業務の事務および補助 

住民課窓口にて来庁者案内・受付、各種証明書等の発行、マイナンバーカード申請・

交付事務、システム入力、電話等の応対　など

 

資格条件

パソコン操作（エクセル・ワード等）ができること。 

普通運転免許を有する方。 

欠格要件に該当しないこと。日本国籍を有する方。



７．勤務条件 

【問い合わせ】九度山町役場住民課（℡ 0736-54-2019 (代) ）

 任用根拠 地方公務員法第２２条の２第１項

 
条件付採用期間

採用後１か月は「条件付採用期間」となります。 

良好な成績で勤務した場合に正式採用となります。

 

勤務時間

週３日（月１２日）勤務（１日７時間３０分） 

１日午前８時３０分～ 午後５時　休憩時間 正午～午後１時 

(月)(水)(金)は基本出勤日となります。 

勤務時間は相談に応じます。（例：９：３０－１５：３０など）

 勤務場所 九度山町役場　住民課　

 

報酬額等

日額９，０２３円　時給１，２０３円（月末締めの翌月１０日支払） 

※　出勤日数時間により変動します。 

※　報酬額は現時点での予定で、変更になる場合があります

 

諸手当

通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当※ 等 

※１　通勤手当は、支給要件あり。 

※２　期末手当、勤勉手当は勤務期間に応じ支給。

 

福利厚生

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、公務災害補償 

※　勤務日数等により適用要件あり。 

定期健康診断(勤務条件による)

 
休日

原則土・日・祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 
休暇等

年次有給休暇（勤務日数等に応じて付与） 


